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会議顛末書 

 記 録 者 主事 居谷 佳苗 

供 覧 

市 長 副 市 長 部 長 次 長 課 長 
課 長 

補 佐 

主 査 

係 長 

グ ル ー

プ 員 

        

件 名 令和７年度第２回情報セキュリティ委員会 

年 月 日 令和７年１０月１５日（水） 

時 間 午前１１時１５分から午前１１時４５分まで 

場 所 市役所３階庁議室 

出 席 者 

【委員】 
木村副市長（委員長）、岡野総合政策部長、大貫総務部長、

荒槇福祉部長、中村市民経済部長、落合教育部長、中嶋議会
事務局長、柏崎危機管理監 
（欠席）足立健康スポーツ部長、橘原都市整備部長 
【事務局】 

大堀次長、栗山課長、益子課長補佐、宮本主幹、記録者 

傍聴

人数 
0人 

内 容 

審議事項 

１ 令和７年度上半期情報セキュリティ内部監査について 

（事務局説明） 

 情報セキュリティ内部監査について、上半期分としてまちの魅力創造課、税務

課、納税課、こども家庭センター、スポーツ推進課、商工観光課とインシデント

があった保育課の７課で実施。 

監査結果については、保育課においてデスクトップへの ID・パスワードの貼付

け、他人との ID・パスワードの共有もみられたため、直ちに是正を指示した。

障害発生時の対応手順に関してはこども家庭センター及び保育課で対応手順が明

確になっておらず、指摘事項とした。 

また、特定個人情報の適正な取扱いについて、特定個人情報を取扱う際には１年

に１回セキュリティ教育を受ける必要があるが、こども家庭センター及び保育課

においては大多数の職員が未受講であったため、早急な受講を促した。指摘事項

があったこども家庭センター及び保育課には改善報告書を提出させる。 

（質疑） 

中村市民経済部長 

    職員が他人の IDやパスワードを使用してしまうのはどのような場面か。 

 事務局 

    他の課の所管しているデータが見たいとき等である。 

 荒槇福祉部長 

事務応援の際に他の人の端末やデータを見るという話は聞くが、その際届出が

必要であるということはあらためて周知しなければならない。 

保育課は 2年連続で情報セキュリティ内部監査を受けているが、デスクトップ

への貼付を指摘されたのは去年と同じ職員か。 

 事務局 

去年指摘した人もいる。保育課はインシデントがあったため、例年より厳しく

チェックした。 

 荒槇福祉部長 

Eラーニングについては受講期限が年度末であるため、受講を後回しにしてい

た職員も多いのではないか。 

 事務局 
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※ この様式は，会議顛末書の他，報告書（人事課に提出する研修報告書は除く），交渉記録簿，打合せ顛末書

等に適宜表題を変更して使用します。 

受講開始の通知を出す際、受講期限にこだわらずできる限り早めに受講する

よう明記している。また、受講期限については受講申込の時期によって自動 

的に決まってしまうため、デジタル都市推進課側で調整することはできな

い。 

 

２ フリーメールの使用について 

（事務局説明） 

    情報セキュリティ内部監査において、保健福祉棟の課で Googleアカウントを

利用している履歴を発見した。保健福祉棟で行われるイベントの際のスケジュ

ール調整等を外部団体も含めて行うために利用しており、個人情報等は扱って

いないことを確認した。龍ケ崎市情報セキュリティ対策に関する規程において

個人のアカウントやフリーアドレスの使用は禁止しているが、スケジュール調

整は重要であり外部団体との情報共有はイントラ端末では行えないため、管財

課からの依頼に基づいてデジタル都市推進課から各課に Googleアカウントを

貸し出すこととした。ただし、情報セキュリティの観点から、各課の課長と統

括補佐のみがアカウント情報を管理することとした。フリーメールを使わざる

を得ない課についても申請を受付け、内容を確認してからフリーメールアドレ

スを配付する。 

（質疑） 

 荒槇福祉部長 

    社会福祉協議会等の外部団体にも Googleアカウントを配付したのか。 

 事務局 

    外部団体には配付していない。 

中村市民経済部長 

   Googleアカウントを共有して何を行っていたのか。 

事務局 

   イベント情報の共有などを行っていた。外部団体はイントラ端末を使用してい

ないため、グループウェア等を用いての情報共有ができなかった。 

 

３ その他 

   特になし。 

要 措 置 事 項  

情 報 公 開  公  開  

非公開（一部非公開

を含む）とする理由 

（龍ケ崎市情報公開条例第９条 号該当） 

公開が可能となる時

期（可能な範囲で記

入） 

年  月  日 


